
（様式２） 

教育委員会（議案･報告）第１２号 

（所 管）教職員人事部 教職員企画課 

件  名 堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について 

提 案 理 由 

国家公務員に係る「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措

置」を踏まえ、職員の期末手当及び勤勉手当について所要の改正を行うため、

本件を上程するものである。 

 なお、本件は教育委員会の議決事項であるが、教育委員会の会議を開く暇が

なかったため、教育長に対する事務委任等に関する規則第４条第１項の規定に

より、令和４年９月３０日に教育長において臨時に代理したので、報告するも

のである。 

議案（報告）の 

概要又は要旨 

１ 改正の趣旨 

期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間について、育児休業

の期間の除算の取扱いを見直し、子の出生後８週間以内における育児休業の

期間と、それ以外の育児休業の期間は合算しないようにするもの 

２ 施行期日 

  令和４年１０月１日 

備 考 

 

議決後必要と 

なる取組 

この案件は、 

□ 上記案により、公布する。 

□ 平成  年 第  回市議会（定例会・臨時会）に提出する議案につい

ては、異議がないものとして回答する。 

■ その他（教育長の臨時代理により、公布済である。） 

 



報告第１２号 

堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について 

次のとおり、堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について、

教育長に対する事務委任等に関する規則第４条第１項の規定に基づき、令和４年９月３０日

に教育長において臨時に代理したので、報告する。 

令和４年１０月１７日 

堺 市 教 育 委 員 会 

教育長  粟井  明彦 
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堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成２９年教育委員会規則第３

３号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項第２号を次のように改める。 

(2) 育児休業法第２条第１項の規定により育児休業（次に掲げる育児休業を除く。）を

している職員として在職した期間については、その２分の１の期間 

ア 当該育児休業の承認に係る期間（期末手当基準日以前６か月以内の期間とその一

部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日（育児休業の期

間の延長の承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間の末日とし、

育児休業の承認が効力を失い、又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を

失った日又は当該承認が取り消された日とする。）までの期間をいう。以下この号

において同じ。）の全部が子の出生の日から育児休業条例第３条の２に規定する期

間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上

ある場合にあっては、それぞれの期間を合算した期間とする。）が１か月以下であ

る育児休業 

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第３条の

２に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認

に係る期間（当該期間が２以上ある場合にあっては、それぞれの期間を合算した期

間とする。）が１か月以下である育児休業 

第１５条第２項第２号を次のように改める。 

(2) 育児休業法第２条第１項の規定により育児休業（第４条第２項第２号ア及びイに掲

げる育児休業を除く。）をしている職員として在職した期間 

附 則 

この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 
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堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成２９年教育委員会規則第３３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（期末手当に係る在職期間） （期末手当に係る在職期間） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 ２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 

(1) （略） (1) （略）

(2) 育児休業法第２条第１項の規定により育児休業をしている職員

（当該育児休業の承認に係る期間（期末手当基準日以前６か月以内

の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間

の初日から末日（育児休業の期間の延長の承認を受けた場合にあっ

ては当該延長の承認を受けた期間の末日とし、育児休業の承認が効

力を失い、又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失っ

た日又は当該承認が取り消された日とする。）までの期間をいい、

当該期間が２以上ある場合は、それぞれの期間を合算した期間とす

る。第１５条第２項第２号において同じ。）が１か月以下である職

員を除く。）として在職した期間については、その２分の１の期間 

(2) 育児休業法第２条第１項の規定により育児休業（次に掲げる育児

休業を除く。）をしている職員として在職した期間については、そ

の２分の１の期間 

ア 当該育児休業の承認に係る期間（期末手当基準日以前６か月以内

の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期

間の初日から末日（育児休業の期間の延長の承認を受けた場合にあ

っては当該延長の承認を受けた期間の末日とし、育児休業の承認が

効力を失い、又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失
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った日又は当該承認が取り消された日とする。）までの期間をいう。

以下この号において同じ。）の全部が子の出生の日から育児休業条

例第３条の２に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児

休業の承認に係る期間（当該期間が２以上ある場合にあっては、そ

れぞれの期間を合算した期間とする。）が１か月以下である育児休

業 

イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児

休業条例第３条の２に規定する期間内にある育児休業以外の育児

休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上

ある場合にあっては、それぞれの期間を合算した期間とする。）が

１か月以下である育児休業 

(3)～(8) (3)～(8) （略） 

（勤勉手当に係る勤務期間） （勤勉手当に係る勤務期間） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 ２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 

(1) （略） (1) （略）

(2) 育児休業法第２条第１項の規定により育児休業をしている職員

（当該育児休業の承認に係る期間が１か月以下である職員を除く。）

として在職した期間 

(2) 育児休業法第２条第１項の規定により育児休業（第４条第２項第

２号ア及びイに掲げる育児休業を除く。）をしている職員として在

職した期間 

(3)～(14) （略） (3)～(14) （略） 

３ （略） ３ （略） 
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堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について

1

育児休業の取得例

子の出生後8週間
子の出生日

40日間⇒除算の対象

子の出生後８週間以内に取得した育児休業と、それ以
外の育児休業の期間は通算せず、それぞれ１カ月未
満となるため、除算の対象外となる。

現行

改正後

育児休業パターン

通算

通算しない

育児休業（２回目）
２０日間

期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期
間の算定に当たり、１か月以内の育児休業は除算の
対象外となるが、取得時期にかかわらず１回目と２回
目の育児休業期間を通算するため、除算の対象とな
る。

20日間⇒除算の対象外 20日間⇒除算の対象外

育児休業（1回目）
２０日間

勤務

育児休業（１回目） 育児休業（２回目）

育児休業（１回目） 育児休業（２回目）

別紙
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